
 香芝市税条例施行規則の一部を改正する規則をここに公布する。 

  令和６年５月３０日 

                     香芝市長 福 岡 憲 宏 

香芝市規則第１６号 

   香芝市税条例施行規則の一部を改正する規則 

 香芝市税条例施行規則（平成１２年規則第１１号）の一部を次のように改正

する。 

 第３条中「第６条の２の３」を「第６条の２の４」に改める。 

 第４条第１３号の３中「第１５条の５第１項」を「第１５条の６第１項」に

改め、同条第１３号の４中「第１５条の５第２項」を「第１５条の６第３項」

に改め、同条第２５号中「市民税・県民税税額納税決定通知書」を「市民税・

県民税・森林環境税税額納税決定通知書」に改める。 

 第１３号様式、第１３号の２様式、第１３号の３様式、第１３号の４様式及

び第２１号様式中「㊞」を削る。 

 第２２号様式中「㊞」を削り、「市県民税（個人）          年

度」を「市県民税・森林環境税（個人）    年度」に改める。 

 第２４号様式中「市民税     固定資産税」を「市民税・県民税・森林

環境税     固定資産税」に改める。 

 第２５号様式を次のように改める。 

 



第２５号様式（第４条関係） 

 
市民税・県民税・森林環境税 

税額 

納税 
決定通知書 

市民税・県民税・森林環境税額を下記のとおり決定しましたので通知します。 

 

 

 

納税義務者 
 

世 帯 番 号   通 知 番 号  

年金の種類  

支払者名称  

法 人 番 号  

下記に記載のある方は口座振替納税です。 

金 融 機 関 
 

口 座 種 別  口座番号  

口座名義人  

納 付 区 分  

   

 

  

徴収月 
公的年金特別徴収 

月割徴収額（円） 

 
期別 

普通徴収期割

納付額（円） 
納 期 限 

年４月      

６月      

８月      

１０月      

１２月   

２月   

徴収月 仮徴収額（円）  

年４月   

６月   

８月   

 



通知番号  【市民税】 

所 得 金 額 所 得 控 除 額 
税 額 

  税額控除 税額控除額 

総

合

課

税

所

得

の

内

訳 

 給与収入金額  雑 損 控 除  市 民 税 県民税    

給与所得（所得金額調整控除後）  医 療 費 控 除  

 

総 所 得      

営 業 等 所 得  小 規 模 企 業 共 済  山 林 所 得      

農 業 所 得  社 会 保 険 料 控 除  分 離 短 期 譲 渡 所 得      

不 動 産 所 得  生 命 保 険 料 控 除  分 離 長 期 譲 渡 所 得      

利 子 所 得  地 震 保 険 料 控 除  株 式 等 譲 渡 所 得      

配 当 所 得    上 場 株 式 等 の 配 当 等 所 得      

 
公的年金等 

収 入 金 額  障 ・ 寡 ・ ひ ・ 勤  先 物 取 引 所 得      

所 得 金 額  配 偶 者 控 除  
 

特 例 肉 用 牛 所 得      

業 務  配 偶 者 特 別 控 除  税 額 控 除 額    
 

【県民税】 
 

 そ の 他  扶 養 控 除  所 得 割 減 免 額    

雑 所 得  基 礎 控 除  所 得 割 額    税額控除 税額控除額 

短期・長期・一時所得  所 得 控 除 計  均 等 割 軽 減 免 額      

    均 等 割 額      

損 失 の 繰 越 控 除 額  課 税 標 準 額 控対配 扶 養 障害  森林環境税免除額     

総 所 得 金 額  総 所 得  

有 無 老 

特
定 

人 

 

老
人 

人 

１６ 
そ
の
他 

人 

 

特
別 

人 

そ
の
他 

人 
森 林 環 境 税 額     

山 林 所 得  山 林 所 得  同
居
内 

歳

未

満 

人 

同
居
内 

年 税 額     

分 離 短 期 譲 渡 所 得  分 離 短 期 譲 渡 所 得  給与特別徴収税額     

分 離 長 期 譲 渡 所 得  分 離 長 期 譲 渡 所 得              年金特別徴収税額     

株 式 等 譲 渡 所 得  株 式 等 譲 渡 所 得  本 人 該 当 事 項  普 通 徴 収 税 額     

上場株式等の配当等所得  上場株式等の配当等所得  未
成
年 

障害 寡
婦 

ひ
と
り
親 

勤
労
学
生 

控 除 不 足 額 

    

先 物 取 引 所 得  先 物 取 引 所 得  特 他 普 通 徴 収 納 付 額     

特 例 肉 用 牛 所 得  特 例 肉 用 牛 所 得        還 付 充 当 可 能 額    

 

 



   附 則 

 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第３条の改正規定は、令和７

年１月１日から施行する。 

 


